
庁名

500円 350円 300円 180円 110円 100円 50円 40円 20円 10円

民事訴訟 通常訴訟 8 10 10 10 20 6000円

6０００円
（※郵送費用を現金・電子
納付する場合。郵便切手で
納付する際は、不要。）

※左記の基本料金は、被告が１
名の額
被告１名増すごとに３０００円を
追加
（郵便切手の場合の内訳）
５００円５枚、　１１０円３枚 、５０
円２枚、２０円2枚、１０円３枚

※現金納付する場合は、訴状提
出後、裁判所から「保管金提出
書」を郵送します。必要事項を
記入の上、現金を添えて、現金
書留、または振り込みによる方
法で納めてください。また、電子
納付利用者登録をされている方
は電子納付の利用も可能です。
保管金提出書の送付先は、交
付時にお知らせします。

民事調停 民事調停 3 6 5 500円

担保不動産競売申立て 1 110円

（一例）宅地１筆・居宅１棟
の場合：４０万円。土地１筆
又は建物１棟増える毎に５
万円増額。

添付郵便切手内訳記載の１１０
円切手に代えて受取人払封筒
でも可。

強制競売申立て 1 110円
担保不動産競売申立ての
予納金欄と同じ。

添付郵便切手内訳記載の１１０
円切手に代えて受取人払封筒
でも可。

自動車競売申立て 1 110円 自動車１台につき１０万円
添付郵便切手内訳記載の１１０
円切手に代えて受取人払封筒
でも可。

予納金 備　考

秋田地方裁判所本庁・管内支部

カテゴリ 申立ての種類
添付郵便切手内訳 郵便切手

合計額

郵便切手及び予納金一覧（令和７年１０月１日～）

民事執行



500円 350円 300円 180円 110円 100円 50円 40円 20円 10円
予納金 備　考カテゴリ 申立ての種類

添付郵便切手内訳 郵便切手
合計額

債務名義に基づく債権差押え 4 1 7 1 1 3190円

・第三債務者が１名増える毎に
切手１７５０円分（内訳：５００円
切手×２枚、３５０円切手×１枚、
１１０円切手×３枚、５０円切手×
１枚、２０円切手１枚）を加算。
・債務者が１名増える毎に切手
１２２０円分（内訳：５００円切手
×２枚、１１０円切手×２枚）を加
算。
・以上とは別に、申立債権者にＦ
ＡＸがない場合は、連絡用として
１１０円切手×５枚を添付するよ
う御協力ください。

養育費等に基づく債権差押え 4 1 7 1 1 3190円
債務名義に基づく債権差押えの
備考欄と同じ。

財産開示 1 110円 8000円
添付郵便切手内訳記載の１１０
円切手に代えて郵便料金受取
人払封筒でも可。

情報取得 1 110円

・預貯金の場合：５０００円＋
（第三者の数ー１）×４０００
円
・給与等の場合：６０００円＋
（第三者の数－１）×２０００
円
・不動産の場合：６０００円

・添付郵便切手内訳記載の１１
０円切手に代えて受取人払封筒
でも可。
・第三者と同数の直送用封筒
（切手を貼付したもの又は郵便
料金受取人払封筒）を添付。

差押禁止債権の範囲変更申立
て（債権差押え事件）

6 11 5 10 9 5000円 　

債権仮差押 6 1 10 4450円

不動産仮差押・仮処分（処分禁止） 4 2 2 9 3950円

不動産仮処分（占有移転禁止） 4 7 2770円

保護命令 保護命令 2 5 5 5 5 5 2400円

労働審判 労働審判 4 6 4 4 6 3000円

保全

民事執行



令和７年１０月１日～

申立ての種類 券面額、枚数

同時廃止

　①裁判所所在地の弁護士が当該庁
　　に申立てをする場合

１１０円×債権者数

　②上記①以外 １１０円×（債権者数＋５）

管財事件

　①裁判所所在地の弁護士が当該庁
　　に申立てをする場合

１１０円×（債権者数＋滞納公租公課庁数＋１０）

　②上記①以外 １１０円×（債権者数＋滞納公租公課庁数＋１５）

個人再生事件

　①裁判所所在地の弁護士が当該庁
　　に申立てをする場合

１１０円×債権者数×２

　②上記①以外 １１０円×（債権者数＋５）×２

郵券については、追納をお願いする場合があります。

申立てに必要な郵便切手の一覧

庁名秋田地方裁判所本庁・管内支部


